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７  会議の概要  

委員長    令和元年１２月定例会の建設委員会を開会い

たします。 

審査に先立ち、委員会記録の署名委員に、堀

江委員、村家委員を指名いたします。  

当委員会に付託されました各案件の審査につ

いては各部局単位とし、お手元に配付してあ

ります委員会審査順序のとおり行う予定であ

ります。 

これより、消防局所管分に入ります。  

本委員会に付託された案件及び議決不要の報

告案件がありませんので、消防局所管分で何

か質問はございませんか。  

尾上委員   今、大沢野消防署の建てかえを一生懸命やっ

ていただいているところなのですが、順調に

工事は進んでいますか。 

総務課長   新庁舎につきましては、現在のところ、計画

どおり進んでおります。現在は  体工事に着

手しているところでございまして、今後の予

定といたしましては、年明けから屋根や外壁

のあたりの工事に取りかかる予定としており

ます。 

新庁舎の完成予定は、大体来年の８月ごろと
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いうことで、それから今の庁舎から引っ越し

をいたしまして、その後、現庁舎の取壊しと

外構の整備をいたしまして、令和２年度末の

完成を予定しております。  

尾上委員   順調に進んでいるということで、大変いいこ

とだなというふうに思っています。安全第一

で工事を進めていただければと思っておりま

すが、今後、大沢野消防署の工事が終わった

ら、またどこかというような計画は、順次、

持っておられるものなのですか。  

総務課長   現在のところ、旧耐震基準で建設された庁舎

が、大沢野消防署を除きますと、まだ３つ残

っております。順次、建てかえをしていきた

いと考えております。 

尾上委員   予算の増減が余り激しくならないように計画

していただければと思いますので、よろしく

お願いします。  

村上委員   以前、出火原因番付というものがクリアファ

イルになっていて、悪いことなのに番付はお

かしかろうということを御指摘申し上げまし

たところ、新しいものは火災原因手配書とな

っておりましたので、この点は非常に評価を
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いたします。 

一方、出初め式でありますが、私は２回、議

長として観閲させていただきました。その際

に、局長が大号令をかけるのに、手にマイク

を持って号令をかけているのが非常に違和感

があるというか、はっきり言うと格好悪いか

ら、ピンマイクにしてくれないかなというこ

とを申し上げていたのですが、先ほど聞いた

ところ、来年の出初め式はまたハンドマイク

を持ってやるとおっしゃって、別に格好悪く

ないというふうな御認識のようでありますが、

これはピンマイクにならないものなのですか。

できないものなのですか。  

消防局長   従来こういう形でやってきているわけですが、

特段支障がないといいますか、そういう御指

摘を受けましたのが村上委員が初めてでござ

いまして、検討していたのですけれども、ど

うしてもハンドマイクではいけないというよ

うなことはないのではないかということで、

従来どおりというふうにさせていただいてお

ります。 

村上委員   出初め式は消防職員、団員の規律を見せる大

事な場面でありますので、よくお考えになっ

たほうがよろしいと思います。  



4

加えて言えば、観閲台の下の団幹部の皆さん

の敬礼もばらばらであります。その辺をしっ

かり統一していただいて、見に来る方々に、

さすが消防職員、消防団員だと思っていただ

けるような出初め式にしていただきますよう

にお願いをいたします。 

もう１点ですが、ドローン  小型無人機につ

いて、政府あるいは総務省、消防庁が非常に

積極的に取り入れようという動きがあります

が、富山市の消防局として、このあたりの認

識  あるいは要請ということも今年度あるよ

うなことも報道では聞いておりますけれども、

どのような連絡があり、あるいはないという

ことなのか、そのあたりの状況を御説明願い

ます。 

警防課長   近年、さまざまな分野で無人航空機、いわゆ

るドローンが活用されております。全国の消

防におきましても、主に災害現場において、

迅速で広範囲な情報収集等に効果を発揮する

ことが見込まれておりまして、平成３０年６

月現在では、全国で７２８消防本部中１１６

消防本部で導入されまして、導入率につきま

しては１５．９％となっております。  

しかしながら、雨や風、火災による熱などに

弱く、飛行時間も長くて２０分程度であるこ



5

とや、ドローンの運用のための人員及び操縦

者の技術確保、また機体は精密機械であるこ

とから、５年経過後に更新が必要になる可能

性等もあり、さまざまなリスクが懸念されて

おります。 

このことから、引き続き技術の動向や先進都

市の活用状況等について情報収集を行ってい

きたいと思っております。  

今、委員がおっしゃった国の協議会につきま

しては、県からはまだ一切連絡はございませ

ん。  

村上委員   独自にやっている消防本部も委員会視察で見

てまいりましたが、おっしゃるように防水で

はない仕様であったり、活用するにはちょっ

と問題があるなということがありました。 

ですから、国の動向を見ながら、要請といい

ますか、チャンスがあった場合にはぜひとも

手を挙げて、積極的に導入を図っていただき

たいというふうに思っております。 

たしか政令指定都市には配備されているとい

うことで、次に配備されるのは各県の本部と

いうことですが、本部は富山県にもたくさん

ありますから、どこになるのかわかりません。

そのあたりについてはぜひともしっかり手を

挙げて、ドローンの確保、それから人員、要
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は操縦する技術も身につけられるように積極

的な対応をしていただきたいと思いますが、

その点の決意といいますか、要望だけではな

くてお答えをいただきたいと思います。 

警防課長   今、委員がおっしゃったとおり、ドローンに

つきましては日進月歩でございます。今ほど

言いましたように、その情勢を見ながら、ど

ういう機種にするかということも考えながら、

導入に向けてまた検討していきたいと思って

おります。 

村上委員   １つは、民間に委託するということもあろう

というふうに思うのですが、委託ではなくて、

やはり自前で持つということが災害時におい

ても非常に重要だと思いますので、民間に委

託する方向ではないということを確認してお

きたいと思います。 

警防課長   やはり費用対効果ということもあるものです

から、それも検討の材料になるのかなと思い

ます。今言われましたが、民間に委託してや

る方法もあります。自分たちで自主運行する

方法もありますけれども、やはり費用もかか

りますので、その辺の絡みも考えながら検討

したいと思います。 
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村上委員   私のにわか勉強では、委託することは、消防

の業務とすれば非常に問題があるというふう

に思っております。そのあたりのことをこれ

から研究するということでありますが、今は

どちらがいいかということは、検討はされて

いないということですか。  

警防課長   今の時点では、それは検討しておりません。 

消防局長   今、費用対効果みたいなことも御説明いたし

ましたけれども、まだ具体的にいつから導入

しようという段階に来ておりませんので、そ

の導入方法ですとか、もちろん一番最初にド

ローンをどういうところに使用するのかとい

うことも含めまして、これからいわゆる調

査・研究、検討というふうに今のところは思

っているところでございます。  

村上委員   ごみ収集がいい例だと思うのですが、全てを

民間委託してしまうということは避けなけれ

ばいけないということは市長の思いだったと

いうふうに思いますし、そのようにしてプロ

パーのごみ収集員をしっかり確保していると

いうことであります。 

特に、災害になりますと、民間の方にどこま

でやっていただけるか、あるいは民間の方に
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そこまで強要できるかというと、できないと

思います。総務省も消防庁も政府も導入に向

けてかじを切っておりますので、ぜひそちら

のメリットを十分に生かされて研究されるこ

とを、これは要望しておきます。  

堀江委員   Ｎｅｔ１１９緊急通報システムについて伺い

ます。本会議でも何度か提案がございまして、

いよいよ通信指令システムに合わせて導入と

いうことで、そのことについて、障害のある

方々に広く周知をしていただきたいと思いま

すが、どのように取り組んでいかれるのか、

お願いいたします。 

通信指令課長 今、委員がおっしゃったように、新しいサー

ビスでございますので、導入に向けてその

広報は非常に重要であると考えております。  

消防局では、１２月２０日号の「広報とや

ま」でこのシステムの概要について掲載さ

せていただいておりまして、年明け１月２

０日号の「広報とやま」では、登録に関す

る御案内を掲載する予定にしているところ

でございます。  

また、これに先立ちまして、消防局のホー

ムページのほうでも、このシステムの概要

について先般から掲載させていただいてい
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るところでございまして、「広報とやま」

やホームページ、パンフレット等を活用し

て広く周知活動を行っているところでござ

います。 

加えまして、こういった媒体を使った広報

だけではなくて、県や市の障害福祉担当課

を通じまして、富山県聴覚障害者協会や富

山県立富山聴覚総合支援学校など関係団体

に直接出向いて、説明に回らせていただい

たところでございます。この際にも、関係

の方々は、いずれもこのシステムに関して

非常に強い関心を持って期待しておられる

ということが感じ取れたところでございま

す。  

こういったことからも、関係者の方々の期

待にしっかり応えるためにも、引き続きき

めの細かい広報や周知活動を尽くしていか

なければならないというふうに考えており

ます。 

委員長    ほかに質問はございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

以上で、建設委員会消防局所管分を終了いた
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します。 

午前１０時１７分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１０時３９分  再開  

委員長    これより、建設委員会上下水道局所管分に入

ります。 

報告案件として提出されている  

報告第４２号 専決処分報告の件（損害賠償

請求に係る和解の件）中、専決第３３号 

を議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 

料金課長   〔議案書により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

村上委員   今の説明ですけれども、右折する時に後方か

ら来た車に気づかなかったということは、右

折するタイミングが遅かった、右折レーンに

入るタイミングが遅かったということですか。 

料金課長   長い交差点でございまして、右折レーンの手

前にゼブラゾーンのある交差点でして、職員
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が右折レーンに入るタイミングも確かに遅か

ったのですけれども、相手方の車が多少ゼブ

ラゾーンのところから先に右折レーンに入っ

ておられたところに職員が右折しようと思っ

て曲がったということでございます。おっし

ゃるとおり、多少判断が遅かったことと後方

の確認不足だったというふうに聞いておりま

す。  

村上委員   そのゼブラゾーンを踏むか踏まないかという

ことについては、今、私は判断できないので

すが、今後のこともあります。どちらが正し

いのですか。ゼブラゾーンを踏んでもいいの

ですか。それとも、踏まないで、職員が行っ

た運転が正しいのですか。どういうふうに指

導しているのですか。わからないならわから

ないで、また後から調べればいいのですが、

これは恐らく委員の方もどちらが正しいかわ

からないと思うのです。今後、事故を防止す

るためにゼブラゾーンを踏むか踏まないかと

いうのは大事なところだと思います。  

上下水道局長 今おっしゃったゼブラゾーンについて、事故

の当事者である職員が警察官の取調べを受け

た際にも、ゼブラゾーンについての話という

のは特にされなかったそうなのです。  
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ただ、道路交通法をまともに読みますと、ゼ

ブラゾーンは車で入らないゾーンであります

から、よく取締まりをしておられるパトカー

などもゼブラゾーンをわざわざ避けて、本当

に道路交通法を絵に描いたような運転の仕方

をされていますので、恐らくあれが正しい運

転なのだろうと思います。  

ただ、今回の場合、職員が取調べを受けた警

察官からは、とにかくゼブラゾーンを通る通

らないではなくて、あなたが右折をしようと

した際、後方から来ている車を見落としてい

たのが最大の原因なのではないかという話を

されたそうです。そう言われてしまうと、ゼ

ブラゾーンを通ってもいいのかなというよう

な解釈もできるわけなのですが、今回の事故

では、特にそこは警察官の方も争点にはされ

なかったそうでありまして、あくまでも局の

職員が右後方をもう少しきちんと確認をして、

右折レーンに移るタイミングを少し待てば接

触はしなかったのではないのかという話でご

ざいますから、今、村上委員がおっしゃった

ゼブラゾーンを通るのが正しいかどうかとい

うのは、私どものほうでもいいとも悪いとも

判断はつきにくいところなのです。ただ、今

回のこの事故ではその部分の通行については、

特に何もお話はなかったようでございます。  
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村上委員   警察がおっしゃるとおりで、後方確認をしな

かったというのは  もし今のとおり、ゼブラ

ゾーンでないところから右折しようというと

きは、当然後ろから来る車に気をつけなけれ

ばいけません。今後、富山市全体で、我々も

気をつけなければいけないのですが、ゼブラ

ゾーンの扱いについてはちょっと考えてみる

必要があろうかと思います。 

この部署だけではなくて、研究が必要かとい

うふうに思いますので、今のような通行方法

をする場合にはしっかりと御指導されている

ということですから、それはそれでよしとし

て、ちょっと微妙なところだったのでお尋ね

したところで、我が委員会としても少し勉強

したらいいと思います。 

委員長    前向きに検討します。 

小西委員   今の件ですけれども、上下水道局側の車も損

傷したわけでしょう。その辺の、相手との関

係はどういう関係なのですか。  

委員長    すみません、ゼブラゾーンの話はここまでに

して、報告に直接関係する話を進めていきた

いと思います。一応、それに関しては調べま

すので。 
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料金課長   過失割合につきましては、当方が９５％、相

手方が５％となっております。  

上下水道局長 今の過失割合は警察の判断ではなくて、あく

までも保険会社の判断になりますので、その

辺はちょっと私どもも何とも言えないところ

なのです。 

委員長    ほかに質疑はございませんか。  

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、これをもって質疑を終結

します。 

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。 

次に、 

契約金額１億５，０００万円以上の工事請負

契約について、  

当局の報告を求めます。 

契約出納課長 〔委員会資料により説明〕 

委員長    ただいまの説明について、何か質問はござい

ませんか。 
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村上委員   この場所を工事するということを、我々は以

前に知り得ていたのですか。この場所である

ことを、我々は今初めて知ったのですか。 

つまり、どうしてここなのかということを聞

こうと思うのだけれども、私たちが当然知っ

ていることであれば、聞くのはちょっと間抜

けなので聞かないでおこうと思うのですが。  

委員長    これは局長にお伺いしますけれども、この場

所だというふうに示したのは、この委員会資

料が初めてでしょうか。 

上下水道局長 建設委員会でこの工事のことをお話しするの

は、今回が恐らく初めてだと思います。 

村上委員   では、お尋ねいたします。 

委員会資料の地図の上のほうに貯留管があっ

たと思うのですが、どこでつながるのかとい

うことを聞かせていただけますか。 

つまり、貯留管に導水管が幾つか、つくった

ときにあったと思うのですね。そのときに工

事しないで、今工事する理由といいますか、

あわせて言えば、ほかの場所でもさらに貯留

管につなげる工事がこれから発生するのかと

いうことなどを含めて、この場所にした意義。

加えて言えば、ここは老朽化しているから工
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事するのか、あるいはここが浸水地域であっ

て、それを解消するために優先してやってい

るのかという、ここにした意義を教えてほし

いのです。 

下水道課主幹 今ほど言われましたこちらの工事につきまし

ては、松川貯留施設の完成に伴って、周りの

毛細のように走っている面整備の管を太くす

るという意味で工事を進めているところでご

ざいます。 

松川貯留管のほうに落ちる場所になりますけ

れども、図面の左上にあります一番町の交差

点、国道４１号と環状線が走っているこの交

差点、こちらの部分に松川貯留管につながる

導水管が埋まっておりまして、そちらのほう

からあふれた水が入っていくということにな

ります。 

先ほど言われました、なぜこの場所なのかと

いうことですけれども、この場所につきまし

ては、過去に浸水被害が多く起きていると。

このそばになりますけれども、千石町あたり

もたくさん被害が出ているということで、こ

の地区を優先して整備を行っているというこ

とになります。  

村上委員   ということは、この一番上の矢印の左端から
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一番町交差点の導水管までは、もう既に十分

な管の太さがあるというふうに理解してよろ

しいわけですね。  

下水道課主幹 そのとおりでございます。  

村上委員   今お話がありましたが、ほかにもこのような

場所があって これは報告事項とはずれるか

もしれませんが  今後もそういう場所につい

てこのような工事が浸水対策として発生して

くるという理解でよろしいでしょうか。 

上下水道局長 そのとおりでございます。  

委員長    ほかに質問はございませんか。  

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

次に、上下水道局所管分で、ただいまの報告

以外に何か質問はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

以上で、建設委員会上下水道局所管分を終了
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いたします。 

午前１０時５１分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１１時１５分  再開  

委員長    これより、建設委員会活力都市創造部所管分

の議案の審査を行います。  

議案第１６２号  富山市手数料条例の一部を

改正する条例制定の件、 

議案第１６３号  富山市路面電車施設条例の

一部を改正する条例制定の件、  

以上２件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

建築指導課長 〔議案第１６２号について、 

議案説明資料により説明〕  

路面電車推進課長 〔議案第１６３号について、 

議案説明資料により説明〕  

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 
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委員長    ないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。 

これより、議案第１６２号、議案第１６３号、

以上２件を一括して、討論に入ります。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第１６２号、議案第１６３号、

以上２件を一括して、採決いたします。 

各案件は、原案のとおり決することに御異議

ございませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    御異議なしと認めます。 

よって、各案件は原案可決されました。 

以上で、活力都市創造部所管分の議案の審査

を終了いたします。 

次に、 

コンパクトなまちづくりに伴う都市的指標調

査について、 

富山駅周辺賑わい創出社会実験の結果につい

て、  

市街地再開発事業の最近の動きについて、 
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当局の報告を求めます。 

活力都市推進課長 〔コンパクトなまちづくりに伴う都市的指標

調査について、  

委員会資料により説明〕 

富山駅周辺 〔富山駅周辺賑わい創出社会実験の結果につ 

地区整備課長 いて、 

委員会資料により説明〕 

都市再生整備課長 〔市街地再開発事業の最近の動きについて、  

委員会資料により説明〕 

委員長    ただいまの説明について、何か質問はござい

ませんか。 

小西委員   委員会資料９ページの総曲輪三丁目地区です

が、１階から３階、４階のオープンが遅れて

いると本会議でも質問したのですけれども、

このオープンが遅れていることについて、地

権者の収入への影響だとか、そういうものは

あるのでしょうか。 

都市再生整備課長 地権者に特段影響はないです。  

小西委員   要は、テナント料が入らない、遅れるわけで
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すけれども、そういう面での影響があるので

はないですか。  

都市再生整備課長 地権者の方がテナントをされているわけです

から、地権者にとってはその影響というのは

ないです。 

委員長    ほかに質問はございませんか。  

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

次に、活力都市創造部所管分で、議案及びた

だいまの報告以外に何か質問はございません

か。  

小西委員   報道で、あいの風とやま鉄道の富山駅と東富

山駅の間の新駅が２０２１年春から半年遅れ

のオープンになるとありました。その理由と

して、ＪＲ貨物との関係で  敷地を使ってい

るものですから工事時間が限られるというこ

とが報道されているわけですけれども、それ

だけの理由で遅れると。そういうことは当初

からわかっていたような気がするのですけれ

ども、その辺について、どういう流れになっ

ているのか、確認です。 
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活力都市創造部長 今ほどの小西委員の御質問につきましては、

私どもは答える立場にございません。  

これは、やはりあいの風とやま鉄道及び富山

県のほうに御確認いただきたいと思います。  

委員長    ほかに質問はございませんか。  

〔発言する者なし〕 

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

以上で、建設委員会活力都市創造部所管分を

終了いたします。  

午前１１時３３分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後  ０時０６分  再開  

委員長    これより、建設委員会建設部所管分の議案の

審査を行います。  

議案第１６４号  富山市道路の構造の技術的

基準等を定める条例の一部を改正する条例制

定の件、 

議案第１６５号  富山市営住宅条例等の一部

を改正する条例制定の件、  

以上２件を一括議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 
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建設政策課長 〔議案第１６４号について、 

議案説明資料により説明〕  

市営住宅課長 〔議案第１６５号について、 

議案説明資料により説明〕  

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

村上委員   道路構造令の改正についてですが、これは政

令の改正に伴うものですから反対の余地はな

いのですけれども、今の説明は間違っていな

いですか。 

自転車通行帯が今まで自転車歩行者道にあっ

たけれども、それを車道上におろすみたいな

話をさっきされましたが、そう受け取られか

ねない説明だったから、それは違うというこ

とを言ってもらわないと困りますよ。  

建設政策課長 自転車通行帯が歩道の中にあったとは申して

おりません。今実際、改良等でやっている３

メートル以上ないしは４メートル以上なので

すけれども、歩道の中で自転車と歩行者が通

行するということで、それは位置づけはあく

までも自転車歩行者道です。ですから、自転

車通行帯なるものは、今まで道路構造令では
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規定はございません。 

村上委員   では、質問の仕方を変えますが、この政令の

改正の効果として、用地確保の観点から自転

車道の整備が困難であった道路でも、それが

２メートルではなくて１．５メートルでもい

いですよということになったので、そういう

可能性が拡大したということですよね。そう

いうところが富山市においてはありますか。  

建設政策課長 今の御質問は、通行帯を設けているところが

あるかという御質問でよろしいですか。 

村上委員   背景として、国土交通省の資料を見て私は言

っているのですよ。「本来自転車専用の通行

空間を確保する必要があるにも関わらず、自

転車道に必要な幅員（２メートル以上）を確

保できない等により、これを整備できていな

い状況が多数生じています」と。こういうと

ころが富山市には多数ありますかということ

を聞いているのです。 

建設部長   多数あるかという御質問に対しましては、ほ

とんどないというふうに認識しております。  

この条例をもって、今すぐ既存の道路で何か

をするというわけではなくて、今後必要があ
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れば、そこにこの条例を適用しながら整備を

進めていきたいというふうに考えているとこ

ろです。 

村上委員   もうちょっと積極的に聞きますね。  

つまり、現在あるいは過去において、設けよ

うと思っていたけれども、２メートルだった

からできなかったと、１．５メートルになっ

たからできるようになりますよというような

ことがあるかということを聞きます。  

建設部長   例えば路肩がある、そこに自転車通行帯を設

けまして、さらに路肩をとらなければいけな

いというのがこの条例の趣旨でございまして、

果たしてそれができるところがあるかと言わ

れますと、今ちょっとデータとしては持って

おりませんので何とも申し上げられませんが、

今のところは、私の頭の中では、ないのでは

ないかなというふうに思っております。 

委員長    ほかに質疑はございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    ないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。 
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これより、議案第１６４号、議案第１６５号、

以上２件を一括して討論に入ります。  

討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第１６４号、議案第１６５号、

以上２件を一括して、採決いたします。 

各案件は、原案のとおり決することに御異議

ございませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    御異議なしと認めます。 

よって、各案件は原案可決されました。 

以上で、建設部所管分の議案の審査を終了い

たします。 

次に、報告案件として提出されている  

報告第４０号 専決処分報告の件（工事請負

変更契約締結の件（八田橋（下流側）架替工

事））、 

報告第４１号 専決処分報告の件（訴えの提

起の件）、 

報告第４２号 専決処分報告の件（損害賠償

請求に係る和解の件）中、専決第２９号、専
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決第３０号、専決第３４号、 

以上３件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

橋りょう保全対策課長 〔報告第４０号について、  

議案書により説明〕 

市営住宅課長 〔報告第４１号について、 

議案書により説明〕 

道路管理課長 〔報告第４２号中 

専決第２９号について、 

議案書により説明〕 

公園緑地課長 〔報告第４２号中 

専決第３０号について、 

議案書により説明〕 

営繕課長   〔報告第４２号中 

専決第３４号について、 

議案書により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
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委員長    ないようですので、これをもって質疑を終結

いたします。 

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。 

次に、 

令和元年度道路除雪計画について、 

当局の報告を求めます。 

道路管理課長 〔委員会資料により説明〕 

委員長    ただいまの説明について、何か質問はござい

ませんか。 

堀江委員   建設分科会の冒頭に、建設部長のほうからこ

のたびの事件についてのおわびの言葉があり

ました。市民に対してももっと早く説明でき

なかったのかなというのが私個人の思いでご

ざいますけれども、このたび、この道路除雪

計画  その逮捕、起訴された業者さんが大山

地域のほうで一部除雪業務を行っていたと聞

いておりますが、全ての延長の中でどれくら

いの割合があったのでしょうか。  

土木事務所建設課長 除雪延長につきましては、車道、歩道合わ

せまして、大山地域全体の約２割であります。 
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堀江委員   その担当分を補う必要がありますけれども、

どのように手当てされるのでしょうか。 

土木事務所建設課長 この業者が担当しておりました路線につきま

しては、隣接して担当する予定である大山地

域の除雪業者８社の御協力をいただきまして

除雪を実施することにしております。  

堀江委員   除雪機械のほうも大丈夫でしょうか。 

土木事務所建設課長 除雪機械につきましては、急遽リース会社に

当たりまして、１１台の除雪機械を用意する

ことができまして、必要台数を確保しており

ます。 

堀江委員   そうしますと、いずれにしても担当分を補っ

たということで、通学、通勤時間帯に影響が

ないように、きちっとやっていただくことを

お願いいたします。 

土木事務所建設課長 各業者に対しましては、今までどおり、朝７

時までに除雪を完了するようにお願いしてお

りまして、それぞれ出動時間を早めたり、オ

ペレーターを新たに確保してもらったりする

などして、体制を整えてもらっております。  

また、除雪に支障が出ると予想される場合に
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つきましても、隣接路線を担当する業者さん

同士で協力関係を要請しているところであり

まして、今のところ影響はないと考えており

ます。 

尾上委員   今、除雪計画を聞かせていただいたのですけ

れども、凍結防止剤の散布も市道で行われて

いるというふうに委員会資料に記載してあり

ます。あれは、塩というか、塩化カリウムで

したか、まくと非常に車両が傷むのです。私

などはよく国道４１号を通るものですから、

車には防錆の塗装をしているわけですが、今

そういう金属に優しい凍結防止剤が開発され

たというようなことを聞いております。 

そういうことにも配慮しながら、まだばんば

ん実用化されているわけではないと思います

が、そういうことも研究していただいて、な

るべく車両に優しい凍結防止剤を散布してい

ただくようにお願いを申し上げます。  

委員長    要望ということで。  

ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

次に、建設部所管分で議案及びただいまの報

告以外に何か質問はございませんか。  
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    ないようですので、この程度にとどめます。 

以上で、建設部所管分を終了いたします。 

建設部の皆さんは退室をお願いいたします。  

〔建設部退室〕  

委員長    これで、１２月定例会の当委員会に付託され

ました全議案の審査は終了いたしました。 

委員各位に御相談申し上げます。  

委員長報告については、正・副委員長に御一

任願いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    それでは、そのように取り計らいます。 

次に、委員会視察について御相談いたします。 

まず、視察日程及び視察先につきましては、

皆さんに事前にお知らせしておりましたとお

り、あす１２月１９日（木曜日）に大島橋を

視察したいと思います。視察項目は、大島橋

の架設工事についてであります。  

このとおり実施することに御異議ございませ

んか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    それでは、そのように決定いたします。 

議長に対しましては、この後、委員派遣承認

要求書を提出し、承認を得ることといたしま

す。  

これをもって、令和元年１２月定例会の建設

委員会を閉会いたします。  
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